
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
鞠
智
城
|

は
じ
め
に

日
本
列
島
の
西
方
部
に
位
置
す
る
西
海
道
は
、
律
令
国
家
成
立
期
、
大
陸
に

近
接
す
る
一
方
で
、
い
ま
だ
国
家
の
支
配
が
十
分
に
行
き
届
い
て
い
な
い
薩

摩
・
大
隅
地
方
を
含
み
こ
ん
で
お
り
、
国
家
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

お
よ
そ
中
心
付
近
に
あ
た
る
、
現
在
の
熊
本
県
山
鹿
市
か
ら
菊
池
市
に
か
け
て

位
置
す
る
古
代
山
城
が
、
鞠
智
城
で
あ
る
。
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
、
鞠
智
城

が
支
配
の
要
衝
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鞠
智
城
は
、
築
城
時
期
こ
そ
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も

史
料
上
で
一
八
一
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
存
続
し
た
(
二
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
果
た
し
た
役
割
も
時
期
に
よ
っ
て
幅
広
く
多
様
に
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
(
熊
本
県
教
育
委
員
会
一
一

O
一
O
)
、
今
後
は
古
代
日
本
の
歴
史
的

展
開
の
中
で
、
ど
の
時
期
に
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
一
義
的
に
担
っ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
の
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
が
行

わ
れ
て
き
た
(
二
)

0

中
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
吋
続
日
本
紀
』
文
武
天

皇
二
年
(
六
九
八
)
五
月
甲
申
(
二
五
日
)
条
に
見
ら
れ
る
鞠
智
城
の
「
繕
治
」

(
つ
く
ろ
い
な
お
す
、
修
繕
の
意
(
一
二
)
)
記
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ

が
史
料
上
初
め
て
鞠
智
城
が
登
場
す
る
記
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
繕
治
」
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
以
下
の
二
つ
の
課

題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
繕
治
」

と
列
島
南
部
の
関
係
を
中
心
に
!

菊
池

達
也

一
つ
目
は
繕
治
」
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
時
律
令
制
に

組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
列
島
南
部
(
き
に
対
す
る
支
配
強
化
の
時
期
と
重

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
域
を
支
配
・
統
治
す
る
た
め
に
「
繕
治
」
が

行
わ
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
(
板
楠
二

O
一
二
、
鶴
嶋
二

O
一
一
、
岡
田
一
一

O

一
O
、
演
田
二

O
一
O
、
問
中
元
一
一

O
O
六
、
西
住
一
九
九
九
)
。
し
か
し
こ
の

説
は
、
い
ま
だ
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
主
。
ま
た
、
列
島

南
部
を
専
門
的
に
扱
う
研
究
の
中
で
、
鞠
智
城
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
管

見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
(
永
山
二

O
O九
、
山
里
一
九
九
九
、
中
村
一
九
九

一
ニ
・
一
九
七
七
)
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
の
要
因
は
、
穿
っ
た
見
方
を
す
る
と
、
「
繕
治
」
と
支
配
強
化
の

時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
単
な
る
偶
然
だ
っ
た
と
も
と
ら
え
ら
れ
か
ね
な

い
、
論
理
的
脆
弱
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
に
つ
い
て
、

そ
の
必
然
性
を
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
つ
目
は
、
「
繕
治
」
の
目
的
が
列
島
南
部
の
支
配
・
統
治
の
た
め
と
考

え
た
場
合
に
見
ら
れ
る
、
考
古
学
的
知
見
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
成
果
か
ら
、
鞠
智
城
は
八
世
紀
中
頃
に
人
的
活
動

の
量
や
建
物
の
構
成
な
ど
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
(
熊
本
県
教
育
委
員
会
二

O
二
二
。
し
か
し
な
が
ら
一
般
的
に
、
列
島

南
部
に
対
す
る
鞠
智
城
の
歴
史
的
役
割
は
、
九
世
紀
に
九
州
南
部
、
が
完
全
に

律
令
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
終
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
甲
元
二

0
0
六
)
。
そ
の
た
め
、
い
ま
だ
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
な
ぜ
こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、

明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
は
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、

解
決
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め

に
、
列
島
北
部
に
対
す
る
政
策
も
検
討
対
象
に
加
え
た
い
。
従
来
の
研
究
で

は
、
「
繕
治
」
と
列
島
南
部
の
関
係
を
検
討
す
る
際
、
そ
の
周
辺
地
域
に
対

す
る
政
策
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
が
、
周
知
の
通
り
、

古
代
国
家
は
列
島
南
北
に
居
住
す
る
人
々
を
蝦
夷
・
隼
人
・
南
島
人
と
し
、

理
念
的
に
一
括
し
て
「
夷
秋
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
支
配
を
行
お
う
と
し
て

い
た
た
め
(
石
母
田
一
九
八
九
)
、
列
島
南
北
に
対
し
て
共
通
の
進
出
策
を

行
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
、
当
時
の
国
家
的
戦
略
の
中
で
鞠
智
域
の
「
繕
治
」
を
と
ら
え
直
す
こ
と

が
で
き
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
列
島
南
部
に
対
す
る
歴
史
的
役
割
の
必
然
性
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
の
目
的

お
よ
び
、
八
世
紀
に
見
ら
れ
る
変
化
の
要
因
を
検
討
し
て
い
き
、
そ
の
上
で
、

律
令
国
家
成
立
期
の
鞠
智
城
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
用
い
る
史
料
の
日
付
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
吋
日
本
書

紀
』
(
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
)
お
よ
び
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続

日

本

紀

』

応

、

一

九

八

九

年

)

に

従

う

。

(
岩
波

七
世
紀

i
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策

本
章
で
は
、
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
の
目
的
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
七

世
紀

1
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
、
列
島
北
部
と

比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対

す
る
政
策
は
、
古
代
田
家
が
問
地
域
に
対
し
て
進
出
し
て
い
く
過
程
に
着
目

す
る
と
、
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
斉
明
期
以
前
の
七
世
紀
(
以
下
、

斉
明
期
以
前
と
よ
ぶ
)
、
天
武

1
持
統
期
、
文
武

i
神
亀
期
の
大
き
く
三
つ

の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
期
区
分
に
則
し
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

斉
明
期
以
前

本
節
で
は
、
斉
明
期
以
前
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
九
州
南
部
に

は
、
薩
摩
半
島
西
岸
と
大
隅
半
島
東
岸
を
中
心
に
、
古
く
か
ら
高
塚
古
墳
が

存
在
し
て
い
た

(
5
0
特
に
肝
属
平
野
に
は
、
九
州
で
も
屈
指
の
規
模
を
誇

る
前
方
後
円
墳
で
あ
る
麿
仁
大
塚
古
墳
が
築
か
れ
て
い
る
(
橋
本
・
藤
井
二

0
0
七
)
。
都
出
比
呂
志
氏
に
よ
れ
ば
、
十
日
墳
時
代
、
頂
点
に
立
つ
中
央
政

権
の
も
と
で
、
権
力
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
地
方
の
有
力
首
長
の
身
分

は
、
墳
形
と
規
模
と
の
ニ
重
の
基
準
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
規
模
の

大
き
い
前
方
後
円
墳
の
場
合
、
相
対
的
に
優
位
な
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
(
都
出
二

O
一
一
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
唐
仁
大
塚
古
墳
の
被

葬
者
は
、
倭
王
権
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
九
州

南
部
に
居
住
す
る
と
さ
れ
て
い
た
隼
人
が
行
っ
て
い
た
、
大
王
に
対
す
る
奉

仕
の
具
体
的
な
記
載
が
『
在
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
残
さ
れ
て
い
る
(
仁
)

O

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
九
州
南
部
の
人
々
の
一
部
と
倭
王
権

の
間
に
、
六
世
紀
以
前
か
ら
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
斉
明
期
以
前
に
九
州
南
部
に
関
す
る
記
事

が
出
て
く
る
こ
と
は
意
外
と
少
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
元
年
(
六

( 

、、ー〆
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イド

t1I'，I， )d~2'1 I，F (616) 

JiI'ilJ守大a皇281，f-(620) 

台f~Yî天皇元年 (629)

好明人一息3ir (631) 

※IU典は HI本書?紀』

斉明裁以前の列島北部に関する主な事象

)] 内容

好rYl 天 ri~9+r (637) 堅苦9~ ;i)，絞いたため上毛里子if~;j'，を将\~{として交戦するG

HJ，;:和五)(長bi:1f(6，12) 9JJ 1也ーの蝦災数千が rI)~附j する。

10)J 蝦i}fを饗応すーる。

4斜先生主災が蝦9~ を1'11郊にHìv 、て饗応する。

大イと2+1コ (646) 1)1 蝦夷、 f'i'Mliiじする。

大化31j三 (647) 舷II1(こ浮足摘を造'P~; し、 H骨戸を置く O

大化'llF (618) 磐j百綿}を造営して蝦夷;こ備え、 11&と{言j撲の人々を掛け3とする。

斉:1努天1i'5i':"j三(655) 7)] 難波宮で，w;・陸奥の蝦夷を饗応し、 4滑養~!11I 9~ と ~1主総生段夷に冠{立を授ける c

11lEJ~ 、 li~人とともに [1付属j し、初廷に訴で献 Lする。

子千切]天!主主4"jミ (658) 1)'j linHi干上ヒ経犬が'ij;'自主を率いて鍛9ミと交戦し、 内務IJl・湾代…)1ねの蝦夷をJl段踊させ、鰐i沼鮫
夷恩{;iyを「ヤ子{¥:.津軽二郡部領j とする。ギH詩11兵で、波11!r:~自立爽を饗応する。

7Jj l'iJlnした蝦夷を饗応し、 tl静養蝦夷らに{立を授け、百七32・武災を与える。また、 ri¥"5E'!l11火
n長jのi少ぶ」幻IJI¥に蝦夷戸口と!お戸1-，を検綴させる。
滋li;1守阿倍iJIIII j;ヒ ~jìi大ーが粛渋と交戦し、 i蒸2~H と、熊の毛皮70枚を泌、 lこする。

為ニ rY1J(I~5 1，ド (659) 3Jj 飛鳥の11-松下liの来日〉川原に:Jii:亦i幻を1')'り、隣接iと舷の蝦;jミーを饗応する。
líi'J{;り七~fU~7Í\蝦 9~ と交戦し、鈎 11l ・~'~~代・搾終・ IJIl長長銀の鍛炎・)努を饗応し 1;/<を II易う。ま
7こ、後方不日i昔iこ数f:1iをiぷlfitし、 r il1lf，fむを5まいて帰還する。道奥・越の|玉]可とii、l'の官人に
位を授ける。

7)1 i宣117伎がi漆奥の蝦夷のクj女2人を同道し、出発する。

斉:1り]](1主6ijミ (660) 3Jj 阿倍上ヒR，flUミが i 主 i鳴虫11I:9ミの数援要誌を受けて):!tih'~ と交戦し、JJl2属させる。

5Jl 阿倍上ヒ~{(}(:が被災を献上する。また、干JJ二池のほとりに須弥Ilj を作って府淡を饗応する。

第 2表

※Iil典 i土 ~r3*i'1'紀』

五
五
)
是
歳
条
に
、

「
蝦
夷
・
隼
人
、
率
レ
衆
内
属
。
詣
レ
関
朝
献
。
」

と
あ
り
、
こ
の
一
年
に
蝦
夷
と
隼
人
の
集
団
が
朝
廷
に
や
っ
て
き
て
、

服
従
を
誓
い
、
も
の
を
献
上
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
存
在
す
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
前
後
に
九
州
南
部
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
を
一
市
す
史
料
が
な
い
た
め
、
ど
こ
ま
で
信

濃
性
が
あ
る
か
疑
問
を
挟
む
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く

と
も
隼
人
が
帰
順
す
べ
き
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ

か
る
。
ま
た
、
帰
傾
を
促
す
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
に

カ2で
き
な
い
。

一
方
で
南
島
に
関
す
る
記
事
は
、
六

0
0
年
代
初
頭
を
中
心
に
散

見
さ
れ
る
。
第
1
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
披
玖
人

(
八
)
が
来
朝
・
「
帰
化
」
し
た
記
事
(
九
)
や
、
披
玖
に
対
し
て
使
節

を
派
遣
し
た
記
事

(
C
)

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
倭
王
権

が
南
島
に
対
し
て
興
味
を
持
ち
、
彼
ら
の
帰
順
を
受
け
入
れ
て
い
た

捷

子

が

う

か

が

え

る

。

こ

う

し

た

記

事

は

、

針

明

天

年

71 

し
か
し
、

(六

一
一
月
以
降
見
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
は
史
料
に
現
れ
る
こ
と

が
少
な
く
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
列
島
北
部
に
対
す
る
政
策
は
、
第
2
表
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
六
三

0
年
代
後
半

1
六
六

O
年
頃
ま
で
、
比
較
的
多
く
の

こ
の
表
か
ら
、
こ
の
時
期
に
行
っ
て
い
た
政
策
を
大

¥、四〆

記
事
が
あ
る
。

き
く
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
、
軍
事
的
進
出
で
あ
る
。

第

こ
の
時
期
に
は
少
な
く
と
も
、



六
三

0
年
代
後
半
(
一
二
と
六
五

0
年
代
後
半

1
六
六

O
年
三
二
)
に
交
戦
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
城
柵
(
浮
足
柵
・
磐
舟
柵
)
を
設
置
し
、
周
辺

地
域
の
住
民
を
柵
戸
と
し
て
移
配
す
る
こ
と
で
(
…
一
一
J

、
北
方
支
配
の
拠
点

の
整
備
も
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
支
配
を
強
化
す
る
た
め
に
強
硬
的

な
手
段
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
列
島
北
部
に
住
む
人
々
に
対
す
る
饗
宴
で
あ
る
。
饗
宴
は
現
地

で
行
う
場
合
(
一
向
)
と
都
で
行
う
場
合
(
一
さ
が
あ
っ
た
。
後
者
の
場
合
、
須

弥
山
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
二
例
あ
り
(
一
六
)
、
こ
う
し
た
呪
術
的
な
空
間
で

行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
(
今
泉
一
九
八
六
)
。
ま
た
、
冠
位
(
一
七
)

や
武
器
・
武
具
(
一
八
)
、
禄
(
一
九
)
を
賜
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

第
三
に
、
列
島
北
部
に
住
む
人
々
の
帰
順
(
「
内
附
」
・
「
親
附
」
・
「
内

属
」
)
(
一
今
O
)

の
受
け
入
れ
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
蝦
夷

が
帰
順
し
て
き
た
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
倭
王
権
が

こ
う
し
て
帰
順
し
て
き
た
人
々
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
読

み
取
れ
よ
う
。

第
四
に
、
行
政
広
岡
の
設
定
・
行
政
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に

は
、
「
郡
」
(
評
)
・
「
政
所
」
の
設
置
(
一
一
)
や
、
「
郡
領
」
の
指
名
(
一
一

一
一
)
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
機
関
を
通
じ
て
戸
口
の
把
握
も
行

お
う
と
し
て
い
た
み
た
い
で
あ
る
(
一
一
二
一
)
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
行
政
区

画
は
、
そ
の
後
の
律
令
制
下
の
よ
う
に
領
域
を
「
面
的
」
に
設
定
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
各
地
の
蝦
夷
集
団
と
政
治
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
「
点
的
」
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
熊
谷
一
九
八
六
・
二

0
0
四
)

こ
の
よ
う
に
、
列
島
北
部
に
関
す
る
記
事
か
ら
は
、
倭
王
権
が
同
地
域
に

積
極
的
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
が
う
か
が
え
る
。

対
し
、

以
上
、
斉
明
期
以
前
の
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し
て
き
た
。
列

島
南
北
に
居
住
す
る
人
々
を
帰
順
す
べ
き
存
在
と
し
て
見
な
し
、
彼
ら
を
受

け
入
れ
て
い
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
倭
王
権
に
よ
る
列
島
南

北
に
対
す
る
進
出
度
合
を
比
べ
る
と
、
列
島
北
部
に
対
す
る
積
極
性
が
明
ら

か
に
際
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
列
島
南
北
に
対
す
る
政

策
は
、
少
な
く
と
も
史
料
に
よ
る
限
り
、
統
一
性
が
あ
っ
た
と
は
い
が
た

い
の
で
あ
る
。

天
武

i
持
統
期

本
節
で
は
、
天
武

1
持
統
期
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
斉
明
期
以
前
、
特
に
列
島
北
部
に
対
し
て
は
、

積
極
的
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
が
う
か
が
え
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
六
六

0
年
代
に
入
る
と
、
列
島
北
部
に
対
す
る
政
策
も
史
料
上
か
ら
姿

を
消
す
よ
う
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
に
伴
う

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
六
六

O
年
に
百
済
が
滅
亡
し
、
六
六
三

年
に
白
村
江
で
倭
が
敗
戦
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
数
年
間
、
倭
は
国
家

存
亡
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
に
精
一
杯
で
、
列

島
南
北
に
対
す
る
政
策
を
行
う
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
天
武
期
中
頃
ま
で
続
く
が
、
第

3
表
に
あ
る

よ
う
に
、
六
七

0
年
代
半
ば
ご
ろ
に
な
る
と
列
島
南
北
に
関
す
る
記
事
が
多

く
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
政
策
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

一
つ
自
は
、
都
で
行
わ
れ
た
饗
宴
・
賞
賜
で
あ
る
。

あ
る
広
場
に
お
い
て
、
隼
人
や
南
烏
人
(
多
繭

( 

一、--"
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(
島
)

に
飛
鳥
寺
の
西
に

人
・
披
玖
人
・
阿
麻



天武~持続期の列島南部に潔する主な事象

年 月 内容

ヌミ武天皇6if (677) 2}j 多様IIfi人らを飛鳥寺の活の槻のもとで饗応する。

天武天皇同二 (679) lIrl 大乙 lご{委鳥飼古IIi笠通を大使、ノト乙 FJ:村主光欠を小伎として多繍l鳴に派遣する。
ヌミ武天皇10年(68!) 8}l i立多機嶋使人ら、多量将出I):(J を持ち帰り、その様子を{~える。

9)~ 多禰治人らを飛鳥寺のi沼の河辺て、饗応し、 fi草々 楽告と淡奏する。
フく:ii¥天皇II{iミ(682) 7 Jj 悠人がji物を主主 l'する、大綱隼人と阿多11三人が相撲をとる。

多様i人・被1久人・阿麻粥人に対して禄を!l易う G

集人らを飛鳥寺の阪で饗応し、種々楽の演奏、賜禄が1]われる。
天武天皇12年(683) 3}j 選多ff:jlH史二、らが帰還する。

持統天皇元年(687) 5}j 天武夫1~:の照宮で隼人が訴する (7バ;こ賞賜される)。

持統天皇3年 (689) lJ~ 筑紫大宅粟日n主人lj!)l!主ら、 1i'<-人174人、布団常、牛皮6枚、IhlU支50枚を献上するc
持統天是主6主|三 (692) |主]5月 筑紫大3持率河内王らlこ訪して、沙問(f郎日)を大隅・阿多lこ派遣し、仏教を伝えさせる。

持統天s:95je (695) 3Jl 務庶弐文忌寸博勢・進総参 fil懇話諸l11らを多謝liこ、w.のか7所を求めるために派遣する。
5)~ f名人大限を饗応する、隼人相撲を観る。

第3表

※出典l土 WIゴ本書紀』

天武~持続英語の列島北部に関するj:な事象

今I三 Jj 内各

天武天皇5年 (676) lln 潟{交が新緩(吏金j育、1'-らに従つ L来朝する。
天武天皇11年(682) 3J~ i溢奥田の絞災:こ爵伎を授ける。

1Ji j訟の鍛夷伊高11皮耳目らの市議lこより、作人70戸で、II郊を置く。

持絞天皇2-q::(688) II月 天武天皇の被宮で蝦夷が調を背灸って認するc

12JJ 蝦夷の男女を飛鳥寺l~!jの槻木のもとで饗応し、活位を授け、物を与える。

持統:F〈皇31手 (689) 1.Jl 除奥i認{菱自書長:評の城養鍛災が出家することを許す。

i去の蝦夷の{尚道{言に仏像・ ~I香・鉢などを与える。

7月 陸奥の~J1<夷の{台 iヨ得に仏像・鎖・香rJi. 憾などを与える。

越の蝦夷の八釣魚らに物を与える。

十字絞天皇8'i三(694) IJJ 詩1!11:*;2人lこ{史を授ける。

持統天.Li1:IO年(696) 3JJ 越.ì度向，~邸主夷と潟慎に物を与える。

第4表

※出典は『日本書紀J

嫡
人
)
に
対
し
、
饗
宴
・
賞
賜
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
(
二
型
。

こ
の
前
後
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
主
に
、
彼
ら
が

来
朝
し
「
方
物
」
を
貢
上
し
た
こ
と
や
(
一
一
五
)
、
天
武
天
皇
の
積

官
で
誌
を
奏
上
し
た
こ
と
(
一
一
さ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
う

ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
以
前
詳
し
く
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
、
入

朝
↓
「
方
物
」
の
貢
上

iv
相
撲
(
相
撲
を
行
う
前
に
饗
宴
が
行
わ

れ
る
場
合
も
あ
る
)
↓
饗
宴
↓
楽
の
奏
上
↓
賜
禄
、
と
い
う
流
れ

の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
(
菊
池
二

O
ゴ
二
。

二
つ
目
は
、
使
節
の
派
遣
で
あ
る
。
使
節
は
、
主
に
多
網
島
に

派
遣
さ
れ
っ
と
)
、
一
多
一
湖
国
国
」
を
持
ち
帰
っ
て
そ
の
様
子
を

伝
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
使
節
の
帰
還
直
後
に
、
都

で
多
一
楠
島
人
の
饗
宴
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
(
一
八
)
、
現
地

の
住
民
を
連
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
つ
目
は
、
仏
教
政
策
で
あ
る
。
持
続
期
に
大
隅
・
阿
多
へ
僧

侶
を
派
遣
し
、
仏
教
を
伝
え
さ
せ
る
よ
う
、
筑
紫
大
宰
に
対
し
詔

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
さ
き
o

こ
う
し
た
政
策
を
通
じ
て
、

列
島
南
部
に
居
住
す
る
人
々
を
精
神
的
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
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い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
見
て
き
た
が
、

斉
明
期
以
前
と
比
べ
、
盛
ん
に
列
島
南
部
と
交
流
し
て
い
た

様
子
が
史
料
上
で
も
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

次
に
列
島
北
部
に
対
す
る
政
策
と
比
較
し
た
い
。
こ
こ
で
重
要
な

の
が
、
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
が
本
格
的
に
共
通
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、

こ
の
時
期

l土
ま
ず
饗
宴
で
あ
る
。

第

4
表
に
あ
る
よ
う
に
、

蝦
夷
に
対
し
て



も
饗
宴
を
行
っ
て
い
た
(
一
一
一
三
o

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

が
隼
人
・
南
島
人
に
対
す
る
も
の
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
蝦
夷
・
隼
人
・
南
島
人
に
対
す
る
饗

宴
は
、
入
朝
し
て
か
ら
同
じ
流
れ
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
飛
鳥

寺
西
で
饗
宴
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
集
団
は
、
都
貨
濯
人
・
(
陸
奥
・
越
)

蝦
夷
・
粛
慎
・
多
一
踊
島
人
・
隼
人
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
化
外
民
」
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
一
一
者
は
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
(
菊
池
二

O
二
一
)
。
な
お
、
持
統
天
皇
二
年
(
六
八
八
)
に

行
わ
れ
た
蝦
夷
に
対
す
る
饗
宴
(
ザ
一
一
一
)
は
、
時
期
的
に
、
隼
人
と
同
じ
く
天

武
天
皇
の
横
山
口
口
で
誌
を
奏
上
し
た
こ
と
(
二
…
)
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
誌
の
奏
上
は
誰
も
が
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
宮
人
以
外
で
行
っ
た
集
団
は
、
持
統
天
皇
二
年
に
草
壁
皇
子
に
率
い
ら

れ
た
「
諸
蕃
」
の
賓
客
以
外
(
二
一
三
、
他
に
例
を
見
な
い
(
和
問
…
九
八
一
一
・

一
九
六
九
)
。
そ
う
し
た
中
、
蝦
夷
・
隼
人
は
訴
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
列
島
南
北
に
居
住
す
る
人
々
に
対
し
て
共
通
し
た
政

策
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

次
に
使
節
の
派
遣
で
あ
る
。
吋
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
に
は
、
香
島

郡
軽
野
里
の
東
に
あ
る
大
海
の
浜
辺
に
流
れ
着
い
た
、
大
船
の
残
骸
に
関
す

る
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ぷ
問
、
淡
海
之
世
、
擬
レ
遣
一
一
完
関
…
、

令
一
陸
奥
田
石
城
船
造
作
一
大
船
一
。
至
一
司
子
此
一
着
レ
岸
、
即
破
之
。
」
と
あ

り
、
こ
の
船
が
天
智
期
に
月
見
回
使
を
派
遣
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
は
天
智
期
に
あ
た
る
た
め
、
本
稿
の
時
代

区
分
に
よ
る
と
や
や
時
代
が
早
い
こ
と
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
、
斉
明
期

以
後
も
列
島
北
部
に
対
し
て
使
節
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
政
策
も
列
島
南
部
に
対
す
る
も
の
と
共
通

こ
の
饗
宴

え
よ
う
。

し
て
い
る
と

最
後
に
仏
教
政
策
で
あ
る
。
列
島
北
部
に
対
し
て
も
同
じ
く
持
統
期
に
仏

教
政
策
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
陸
奥
国
の
蝦
夷
に
対
し
て
出
家
が
許

可
さ
れ
た
こ
と
、
陸
奥
・
越
蝦
夷
の
僧
に
対
し
て
物
を
賜
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
(
，
一
向
)

O

こ
れ
ら
は
、
九
州
南
部
に
対
し
て
行
わ
れ
た
政
策
と
内
容

が
全
く
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政
策
を
通
じ
て

蝦
夷
の
僧
を
育
成
し
、
列
島
北
部
に
仏
教
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
は
推
測
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
政
策
も
九
州
南
部
に
対
す

る
も
の
と
共
通
し
た
内
容
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
て
の
政
策
が
同
じ
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の

時
期
に
は
斉
明
期
以
前
と
異
な
り
、
列
島
南
北
に
対
し
て
、
何
時
期
に
同
一

基
調
に
あ
る
政
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
史
料
上
で
も
確
認

で
き
る
。
ま
た
、
使
節
の
派
遣
や
仏
教
政
策
な
ど
、
列
島
南
北
に
対
す
る
進

出
を
白
指
す
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と

も
史
料
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
期
、
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
手
段

が
と
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。
こ
う
し
た
あ
り
方

が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
、
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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文
武

i
神
亀
期

本
節
で
は
、
文
武

i
神
亀
期
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

前
節
ま
で
に
天
武
期
ご
ろ
か
ら
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
が
本
格
的
に

共
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
第

5
・
6
表
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
そ
の
特
徴
は
文
武

1
神
亀
期
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
来
朝
お
よ
び
饗
宴
で
あ
る
。
文
武
期
に
は
そ
れ
以
前
と
同
様
に
、

( 

一一、、./



文武~神重量期の列島南部に翻する主な事象

!J 内科

文武夫J;~2{1三 (698) 'l)j 務広三t文忌、J'hlf~l: ら 8人を P~jghに遣わして党IlCJさせる υ

文il:天hl:3{jミ Ui99) 7Jl 多様i・ィ支久・む:た・ 1交感らの人、将jネ:に従い米てjj物を反1:する (':.;lJj伊勢大神宮と諸社

に本る)、授{立'l!鉱物あり。

1UJ 文豆、づt¥'千士・ JFiJi¥'11真木らiすjぬから帰還、{立i拾を.illiめる。

12JJ 大卒}手fに:ミ野・五百干支の2減を{針汚させる。

文武夫1tWI三 (700) 6)J 終末比売ら気回{史)]Ij ;，m真木らを待iさしたため、竺忘惣f~iにj公認させる。

大友2{1三 (702) 2)] Hfj;斐 I]~が梓弓500 i}1言を、守主)J 信濃 11~が梓 z う 1020張を献上し、大~{(;J荷に{!Ì1Iえる。

6~7Jj このほtljMI楽IrJI求立か?永1112009説)

8)~ i議!奈・多総が E{ヒに11民さず命令;こ77し、たため iflE1NJ し、 Y'を数え1守交をi泣く (守党)J叙勲
あり)。

10)] :I'g '1!:J (辺境の)国司、柵を建てj、文を;泣くことを申請し認められる。
慶雲JI)l三 (70(1) '!J] fi~1iU~悶が弓 HOOiJlえを iij}~.J二し、 k守eH証に係iえる。
!~;l't.1{f (707) 7J1 大らねじれこ伎を遣わし、 i判j;百人に対して佼・物を賜う。

手11郵政{I三 (709) 10)J I¥，ii摩隼人.1m;;]以下 188人が入朝し、 ~i~~{f二の ;E月儀礼lこ蝦夷とともに参加する。

平11鉢~3{1 ミ (710) ])1 IJ [，，] [認が米女を、 i議!京国が合人を賃上する。

III句集人将おお1111*，"¥1土荒俗を教え論し、事jヒに!J]J!Iれjjliさせたため、外従五件?を授ける。

手11剣6̂jo (713) (j JJ I:l向協の 111'嵐・時titfi於・大隅・ ~ft~lil4ì郊を割いて始めて大綱国を援く。

7月 集n戒を討った将近・ 1:本などii役liJjiの千pりj者1280余人に京、j-L、授勲をわう。

手IJ銅7if二 (714) 3JJ 年人が住むi也に対して、 j~i:l1íT国の氏200);を移配し、者ÐJ1尊させる~

1)J 多滅~1!Øj に対し手Illl支l を給う。

12月 i者向。〉奄美・{;'j''1Jt.球爽などから52〆，，;1)，来朝し、翌年の正月儀礼{こ蝦尖ーとともに参加す

る。

;設亀2{F (716) 5)1 弓5374%iを大'存府に備える。

ま安;E:l'1二 (719) ]jJ 大J収船2燃・短艇10!l堅を)，~~主的に充てる。

主主;E!j1r (720) 2J1 大'，V~}r-J 、イf'，ノバこょっ ι 火 1\，11留守防{失史麻呂が殺怒されたことを奏上し、守男)Jから武力衝突
が起こる (1日J5{1二7)J， fJJ:1久、副将'fj(が帰還、新首・ 5受!努合わせて1400余人百']6{ド4月叙勲
が行わnる)。

1])ヲ !卒:5l~~~j 人232人{こ対して、 t'i15tミさせるために授佼を行う。

義者5{F (721) 12)J I~年!空間の人が少ないため、併合が行われる。

ドjlf1';/l'F (727) lUJ i半j烏ノ¥132人がうわjiJjし、叙{立を行う。

第5表

※!}~Í'に i新らない限り l:ll典{土『続日本紀

来

朝

し

た

蝦

夷

や

南

島

人

か

ら

の

貢

上

が

あ

り

、

れ
に
対
し
て
授
位
・
賜
物
を
行
っ
て
い
た
が
(
一
二
五
)
、
こ
う
し
た

儀
式
は
和
銅
期
以
降
に
な
る
と
、
正
月
儀
礼
の
中
に
組
み
込
ま

れ
、
隼
人
・
南
島
人
が
蝦
夷
と
と
も
に
儀
式
に
参
加
す
る
よ
う

に
な
っ
た
(
菊
池
二

O
二
二

(
4
U
ハ
)

0

い
ず
れ
に
し
て
も
、
列

島
南
北
に
居
住
す
る
人
々
を
、

は
読
み
取
れ
よ
う
。

「
方
物
」

そ

同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
こ
と

次
に
、
行
政
区
画
の
設
定
・
行
政
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
列

島
南
部
で
は
、
大
宝

1
和
銅
期
に
薩
摩
国
と
多
繭
島
が
(
一
一
七
)
、

和
銅
六
年
(
七
二
二
)
に
大
隅
悶
が
設
置
さ
れ
た
(
一
一
八
)

0

ま
た
、

郡
の
新
設
も
行
わ
れ
て
い
た
。
平
安
中
期
に
成
立
し
た
『
倭
名

類
緊
抄
』
に
よ
る
と
、
大
隅
田
に
は
、
多
網
島
に
あ
る
郡
を
除

く
と
菱
刈
・
桑
原
・
燃
脈
・
大
関
・
姶
羅
・
肝
属
の
計
六
郡
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
隅
閣
が
設
置
さ
れ
た
当
初
は
、

繍
験
・
大
隅
・
姶
羅
・
肝
属
四
郡
だ
け
で
あ
っ
た
(
七
九
)

O

し
、
養
老
五
年
(
七
二
一
)

成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
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し
か

律 i
書:天

残半
篇九
」年

(
七
三
七
)

の
開
に

(
坂
本
一
九
六

大
隅
国
の
郡
数
が
五
郡
と
あ
り
、
菱
刈
郡
の
成
立
が
天

平
勝
宝
七
歳
(
七
五
五
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
(
関
心
)
、
桑
原
郡
が

新
設
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
行
政
区
岡
の

設
定
時
に
は
、
移
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
桑
原

郡
に
あ
る
大
分
・
豊
国
・
仲
川
・
答
西
郷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
分

が
豊
後
回
大
分
郡
に
、
豊
国
が
豊
一
一
凶
・
豊
国
造
に
、
仲
川
が
豊

前
国
仲
津
郡
に
、

J土

i国こ
と
か
ら
、

答
西
が
多
布
・
塔
里
に
ち
な
む
地
名
で
あ
る

『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年

(
七
一
回
)

三
月
壬
寅



第63受 文章t-神急英語の列島北部に関する主な事象
Jj 内2手

文武天!己主じ年(697) 10Jl |手輿の9!l望爽が力「物を進上する。

12汀 越後の椴1火に物を与える。

文武天裂がf.(698) 6)J 越後国の鍛1火がjJ物を進上する。

10)~ 陸奥の蝦夷が方物を進 J-_する。

12月 越後間に磐舟棚}を修王壊させる。

文武天皇3fr(699) 4)ミ 越後の自[弱火106人;こ爵を授ける。

;文:Ii't天皇4年 (700) 2ftJ 越後・佐渡11'1に終舟織を修浬させる。

大宝2-q三 (702) 3YJ 越中間から4:f~;を分けて、滋後 l悲に属させる。

慶~2年 (705) 陸奥闘の蝦夷が反古しを起こし、放援に赴いた武蔵[}Qの1袋二iコを奈良やわが守護する(Ull本文
徳天皇実録』嘉枠3年5Jj内申(191ゴ)条)。

平日鈴~7ζ年 (708) 9JJ 越後[~8に UJ羽君11を設置する。

手11鋭2今三 (709) 3)J i盗奥・越後悶の蝦夷告E討のため兵を徴発し、 l三勢1#呂を1;主要さ鎖東将軍に、佐伯石湯をむ1越
後蝦夷将殺;こ、紀諸人を同長IJ将貫主に{壬じ、筒I刀を授ける (8Jjに帰還、 9JjIこJ!射止)。

7Jl 諸国の兵器をi!l羽柵に運ばせる。

越後・佐渡など4か[~~の船100般を1Dげ火í'9rlこ送らせる。

和銅3{下 (710) lJj イF人・蝦夷が弱1資に参列、 16Hに授佼・J!易禄あり。

4月 公民となることを1;1請した除爽の蝦夷{こ、君の姓をJ!易い、戸籍に編入する。

平日錦5fド (712) 9Jl iJl羽悶を設置する、そUJ陸奥|認の最J二・霞n易者1¥を編入する。

:fn銅6年 (713) 12月 陸奥|溜に丹耳支部を設置する。

手口銅7{f'守 (714) 2JJ 111羽j認に養蚕を行わせる。

10)~ !三d長・上野・信淡・越後の人々200戸を、出羽割sfr]=iとして移住させる。

家主主元年 (715) 1月 自主夷・南島人が車Ij賀に参列、 151ヨに授佼あり。

5)i H~摸・上総・ ~~t践・と型子・武蔵・下型Í'6[Jヨのお'氏 1000戸を、陵爽i認に移住させる。

10)] |滋奥|刃の喬河・防J1、、jのj也にm;を設i置し、居住する蝦夷を戸籍に編入する c
霊童fii2ff- (716) 9月 陸奥|到の霞II易・最上郡を111羽|習に編入し、伝話題・ i二野・越liij.越後4か[J;Jの人々 各100戸を

出羽[;liJに移住させる。

養老フじ年 (717) 2月 信濃・ j二里子・滋前・越後4か[Jijの人々各 100戸を IU~~櫛戸として移住させる。

養老2年 (718) 5)~ |譲歩さi認のィイ城・物言葉・行方・守太・ H泊!5郡と常i漆[IJの菊多mlを分けて石城rmを、また陀
奥|五|の 1~3 河・二百背・会津・安積・信夫5:!~1を分けて石背11，]を設位する。

8万 潟1000JIJjを進上したIJj羽・波i鳴の蝦夷に{立を授け、被をII易う ( U扶桑!日各記JJ)。
養老3f!三 (719) 7Jl 東海・東山・ jヒ|漆道などの人々200戸をIil羽織に移住させる。

按祭伎を設践する。

関7月 石城IJ'Iに!訳家10かfJrを設援する。

養老4勾二 (720) Lドj 波I~鳥津軽14吋]諸君鞍5ちらを革主総i翠 lこ派遣し、そのj誌と・習俗を観察させる。

9Jl 蝦夷の反乱により抜察{史上毛聖子}1~人が殺される、翌年4Jl征夷将軍・鎮1火将軍らが帰京、

翌々年4)J1;議実蝦夷11上言、Iの功労者に勲{IlーをJ受ける。
養老511二 (721) 8)~ 1+1羽[~を I;~~j安察使lこ管掌させる。

10月 i接爽[1Q柴問郡の2郷告と分けて;i.1i11H111を設置する。

養老6王子 (722) 8J] 諸国から 1000人を選び、制ßt戸として|漆!丸@J~Ørlこ移住させる。

養老7{T三 (723) 9J] 功綴のあった出羽問の覇支爽を:資して爵を授ける。

141亀元年 (721) 3Ji 海道の蝦夷の反苦しにより陸奥大嫁佐伯児屋麻呂が殺される、 llJJ征夷持節大使!制点字合・
鎮1火将軍小型flj~養が帰京する、翌年間1丹後策将軍らに勲位などを授けるG

この年大里子東人が多賀城を造常する(r多賀城稗J)。
事11亀5年 (728) 4Ji 陵呉国に自主iT[当を設置し、f'l-J寂i引を五作凹に改める。

※4#に断らないlíJ~ り出典は『続日本紀』
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(
一
五
日
)
条
に
あ
る
移
配
の
命
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
(
西
別
府
二

O
O
一
ニ
)
。
向
じ
よ
う
に
、
薩
摩
国
高
城
郡
に
あ
る
合
志
・

飽
多
・
宇
土
・
託
高
郷
も
、
そ
れ
ぞ
れ
肥
後
国
の
合
志
・
飽
田
・
宇
土
・
託

麻
郡
に
ち
な
む
地
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
井
上
一
九
七

O
)
。

一
方
列
島
北
部
に
お
い
て
も
、
和
銅
五
年
(
七
二
一
)
に
出
羽
国
高
)
、

養
老
ニ
年
(
七
一
八
)
に
石
城
・
石
背
国
が
設
置
さ
れ
た
ほ
か
(
約
一
A

)

、
第

6
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
多
数
の
郡
の
設
置
・
分
離
・
編
入
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
文
武

1
神
亀
期
の
問
、
東
海
・
東
山
・
北
陸
道
を
中
心
と
し
た
諸
国

か
ら
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
一
一

0
0
0
戸
以
上
の
人
々
が
移
配
さ
れ
て
い

た
(
問
一
二
o

こ
の
よ
う
に
列
島
南
北
に
お
い
て
、
行
政
区
画
の
設
定
・
行
政

機
関
の
設
置
、
移
配
、
が
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

以
上
、
引
き
続
き
こ
の
時
期
に
も
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
に
共
通
性
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
の
が
、
天

武

i
持
統
期
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
手
段

が
、
支
配
強
化
の
た
め
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

列
島
南
部
で
は
、
文
武
天
皇
四
年
(
七

O
O
)
に
、
党
間
使
が
薩
末
比
売

ら
に
襲
わ
れ
る
事
件
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
武
力
衝
突
が
起

こ
っ
た

(
m
g
o
そ
の
後
大
宝
二
年
(
七

O
二
)
に
も
、
薩
摩
・
多
禰
に
対

し
て
「
征
討
」
が
行
わ
れ
た
高
五
)
。
ま
た
和
銅
六
年
(
七
一
一
二
)
に
は
、

隼
人
を
討
っ
た
将
軍
や
有
功
者
に
対
し
て
叙
勲
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以

前
に
交
戦
し
た
こ
と
が
わ
か
る

8
5
0
さ
ら
に
養
老
四
年
(
七
二

O
)
に

も
、
大
隅
国
守
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
自
主
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
再
度
武

力
衝
突
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
列
島
北
部
で
も
、
少
な
く
と
も
慶

雲
二
年
(
七

O
五
)
記
入
)
、
和
銅
二
年
(
問
主
、
養
老
四
年

2
0
)
、
神
亀

]L 

元
年
(
七
二
四
)
)
に
交
戦
し
た
こ
と
が
第
6
表
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
に
は
軍
事
施
設
の
整
備
も
数
多
く
行
わ
れ
て
お
り
、
九
州
南
部
で

は
一
ニ
野
・
稲
積
城
の
修
繕
(
h

二
、
柵
・
成
の
設
置
(
五
二
一
)
、
が
、
列
島
北
部
に

お
い
て
も
同
様
に
、
磐
船
柵
の
修
理
や
多
賀
城
の
造
営
が
行
わ
れ
た
(
五
悶
)

O

こ
の
よ
う
に
、
文
武
期
以
降
、
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
政
策
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
政
策
方
針
が
明
ら
か
に
転
換
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。

本
章
で
は
七
世
紀

1
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
列
島
南
部
に
対
す
る

列
島
北
部
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
き
た
が
、
次
の
よ
う
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
少
な
く
と
も
史
料
上
か
ら
は
、

列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
が
当
初
か
ら
統
一
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

天
武
期
ご
ろ
か
ら
本
格
的
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
②
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
政
策
は
、
文
武
期
を
転

換
点
と
し
て
列
島
南
北
に
対
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
の
自
的
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

以
上
、

政
策
を
、
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.
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
の
自
的

本
章
で
は
、
前
章
で
検
討
し
て
き
た
時
代
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
鞠
智
城

の
「
繕
治
」
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
繕

治
」
が
行
わ
れ
た
時
の
記
事
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

史
料
一
令
-
一
大
宰
府
繕
斗
治
大
野
・
基
隷
・
鞠
智
三
城
一
。

(
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
(
六
九
八
)
五
月
甲
申
(
二
五
日
)
条
)

史
料
一
か
ら
、
鞠
智
城
が
大
府
に
よ
っ
て
大
野
・
基
捧
城
と
と
も
に
「
繕



治
」
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
大
野
・
基
捧
城
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
宰
府

の
北
方
、
南
方
に
位
置
す
る
古
代
山
城
の
こ
と
で
、
と
も
に
そ
の
防
衛
の
役

割
を
果
た
し
た
(
鏡
山
一
九
六
八
)
。

で
は
な
ぜ
鞠
智
城
は
、
大
野
・
基
凶
弾
城
と
と
も
に
大
宰
府
に
「
繕
治
」
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
城
の
軍
事
的
機
能

の
相
対
的
低
下
に
伴
う
修
理
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
大
野
・
基
鼎
城
は
、
自
村
江
の
敗
戦
後
に
、
唐
・
新
躍
の
侵
攻

に
備
え
て
つ
く
ら
れ
た
城
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

2
5
(倉
住
一
九
七

九
)
。
し
か
し
、
そ
の
後
朝
鮮
半
島
で
は
、
唐
の
占
領
軍
と
新
羅
の
対
立
が

生
じ
、
六
七
六
年
、
清
が
撤
退
し
て
新
羅
に
よ
る
半
島
統
一
が
実
現
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
唐
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
新
羅
は
、
以
後
、
日
本
に
遣
使
し

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
六
九

0
年
代
に
入
る
と
、
唐
は
吐
蕃
等
と
の

関
係
に
忙
殺
さ
れ
、
半
島
情
勢
に
関
心
が
薄
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
も

麿
に
対
し
、
大
宝
二
年
(
七

O
二
)
以
降
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
遣
唐

使
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(
坂
上
二

O
一
二
。
こ
の
よ
う
に
、
七
世

紀
後
半

1
八
世
紀
初
頭
ご
ろ
に
は
、
唐
・
新
経
両
国
が
日
本
列
島
に
侵
攻
し

て
く
る
よ
う
な
緊
張
し
た
情
勢
が
稀
薄
に
な
り
、
む
し
ろ
比
較
的
良
好
な
関

係
を
両
国
と
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
こ

れ
ら
の
城
の
軍
事
的
重
要
度
が
相
対
的
に
減
少
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
伴
い
城
を
維
持
す
る
恒
常
的
な
活
動
も
少
な
く

な
り
、
機
能
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
こ
う
し
た
機
能
が
低
下
し
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
時
期
に
な
ぜ
「
繕
治
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
整
合
的
に

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
大
宰
府
に
近
接
す
る
大
野
・
基
罪

城
だ
け
で
は
な
く
、
距
離
的
に
離
れ
た
場
所
に
あ
る
鞠
智
城
と
と
も
に
「
繕

「
繕
治
」

に
は
他

治
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

に
積
極
的
な
要
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
そ
の
積
極
的
要
因
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

る
上
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
、
前
章
で
述
べ
て
き
た
時
代
背
景
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た
文
武
期
は
、
列
島
南
北
に
対
す
る
政
策
が

共
通
す
る
時
代
で
あ
り
、
か
つ
強
硬
的
な
手
段
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

転
換
期
に
あ
た
る
。
時
期
的
展
開
も
考
慮
に
入
れ
て
も
う
少
し
詳
細
に
見
て

い
き
た
い
。
列
島
北
部
で
は
、
文
武
天
皇
二
年
(
六
九
八
)
と
間
四
年
に
磐

船
柵
の
修
理
が
行
わ
れ
た

2
5
0
そ
し
て
大
宝
期
以
降
、
軍
事
的
政
策
や

行
政
機
関
の
設
置
・
分
離
・
編
入
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
第
6
表
か
ら

わ
か
る
。
一
方
列
島
南
部
に
お
い
て
も
、
文
武
天
皇
三
年
に
一
二
野
・
稲
積
城

の
修
繕
が
行
わ
れ
(
五
七
)
、
そ
の
後
軍
事
的
政
策
や
行
政
機
関
の
設
置
等
が

行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
第

5
表
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
武

期
は
、
列
島
南
北
に
対
す
る
支
配
強
化
の
た
め
に
、
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い

強
硬
的
な
手
段
を
と
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
、
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
時
期

で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
同
じ
く
文
武
期
に
行
わ
れ
た
大
野
・
基
凶
弾
・
鞠
智
城
の
「
繕
治
」

は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
が
、
大
野
・
基
捧
城
が
防
衛
し
て
い
た
大
宰
府
こ
そ
が
列
島
南

部
に
対
す
る
強
硬
的
な
政
策
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
武

天
皇
四
年
(
七

O
O
)
に
列
島
南
部
に
対
し
て
行
わ
れ
た
「
決
罰
」
は
、
筑

紫
惣
領
に
そ
の
命
が
下
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
が
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
主
人
)

O

ま
た
、
山
田
英
雄
氏
・
松
本
政
春
氏
に
よ
れ
ば
、
大

宝
二
年
(
七

O
二
)
(
五
九
)
、
和
銅
六
年
(
七
一
一
一
一
)
(
六
O
)

に
起
こ
っ
た
交

戦
の
時
に
も
、
大
宰
府
の
組
織
が
主
体
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

そ
の
点
を
考
え
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(
山
田
一
九
六
九
、
松
本
…
九
九
八
)
。
す
な
わ
ち
、
「
繕
治
」
が
行
わ
れ

た
後
、
大
宰
府
は
列
島
南
部
と
の
交
戦
を
主
導
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
大
宰
府
に
は
各
地
か
ら
武
器
が
集
め
ら
れ
て
い
た
。
第
5
表
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
大
宝
二
年

i
霊
亀
二
年
(
七
一
六
)
の
間
に
、
あ
わ
せ
て

約
八

0
0
0
張
の
弓
が
大
宰
府
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
宗
一
)
。
前
述
し
た
よ

う
に
こ
の
時
期
は
、
唐
・
新
羅
両
国
か
ら
侵
攻
さ
れ
る
危
険
性
が
低
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
箪
事
力
の
整
備
は
、
列
島
南
部
に
向
け
て
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
初
頭
、
列
島
南
部
に
対
す
る
強
硬
的
な
政
策
が
始

ま
る
中
、
大
宰
府
は
列
島
南
部
に
対
す
る
兵
枯
地
と
し
て
の
役
割
を
強
め
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
繕
治
」
と
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
野
・
基
捧
城
の
「
繕
治
」
は
、
列
島

南
部
に
対
す
る
強
硬
的
な
政
策
に
備
え
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
日
に
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た
鞠
智

城
も
ま
た
同
じ
目
的
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

大
野
・
基
凶
弾
・
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
は
、
文
武
期
に
お
け
る
列

島
南
北
に
対
す
る
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
手
段
を
と

る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
中
、
と
り
わ
け
列
島
南
部
に
対
す
る
そ

の
準
備
と
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
う
し
て
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た
鞠
智
城
は
、
そ
の

後
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
間
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
宗
一
一
)

O

そ
こ
で
従
来
の
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
私
見
を
述
べ
て
お
き
た

vu 

結
論
的
に
え
ば
、
「
繕
治
」
後
の
鞠
智
城
は
列
島
南
部
に
対
す
る
強
硬

的
な
政
策
を
行
う
際
、
九
州
北
部
の
兵
士
を
統
括
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
1
図
に
あ
る
よ
う
に
(
六
一
二
、
鞠
智
城
は
東
西
に
延

び
る
陸
上
ル

i
ト
と
南
北
に
延
び
る
ル
!
ト
の
結
節
点
に
あ
っ
た
(
鶴
嶋
二

O
一
一
)
。
さ
ら
に
陸
上
交
通
だ
け
で
は
な
く
、
水
量
が
豊
富
な
菊
池
川
も

南
方
に
あ
り
、
水
上
交
通
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
が
、
養
老
期
の
交
戦
の
時
、
豊
前
守
宇
奴
首
男
人
が
「
将
軍
」

と
し
て
交
戦
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
六
限
)

O

こ
の
こ
と
か
ら
考
え

る
と
、
豊
前
回
以
外
の
西
海
道
諸
国
の
国
司
も
交
戦
に
何
か
し
ら
の
形
で
参

加

し

て

い

た

可

能

性

が

高

い

。

例

え

ば

豊

後

国

か

ら

薩

摩

方

面

こ
の
場
合
、

十
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へ
進
出
す
る
際
、
大
宰
府
を
経
由
す
る
よ
り
も
、
豊
後
か
ら
肥
後
へ
向
か
う

ル
i
ト
を
進
ん
だ
方
が
、
は
る
か
に
効
率
が
良
い
。
そ
う
な
る
と
、
大
宰
府

以
南
に
、
列
島
南
部
に
進
行
す
る
拠
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
南
北
・

東
西
ル

l
ト
の
結
節
点
に
あ
た
る
こ
の
場
所
が
そ
の
地
に
選
定
さ
れ
、
「
繕

治
」
、
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、

鞠
智
城
は
九
州
北
部
の
兵
士
を
招
集
し
、
円
滑
に
九
州
南
部
へ
送
り
込
む
機

能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

筆
者
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
文
武
期
以
降
に
お
け
る
列
島
南
北
に
対

す
る
支
配
強
化
政
策
の
一
環
と
し
て
「
繕
治
」
の
意
味
を
と
ら
え
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
「
繕
治
」

が
列
島
南
部
に
対
す
る
支
配
強
化
の
直
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
単
に
列
島
南
部
に
対
し
て
の
み
支
配
強
化
が
目
指
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
列
島
北
部
で
磐
船

柵
が
、
列
島
南
部
で
三
野
・
稲
積
城
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
後
武
力
衝
突
が
起

こ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
文
武
期
は
、
列
島
南
北
に
対
し
て

強
硬
的
な
手
段
を
と
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
、
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
時
期

に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
中
、
そ
の
後
の
列
島
南
部
に
対
す
る
強
硬
的

な
政
策
の
中
心
に
あ
っ
た
大
宰
府
を
防
衛
す
る
大
野
・
基
捧
城
と
と
も
に
鞠

智
城
は
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
点
か
ら
、
列
島
南

部
に
対
し
て
強
硬
的
な
政
策
を
行
う
準
備
と
し
て
鞠
智
城
が
「
繕
治
」
さ
れ

た
こ
と
を
必
然
的
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
「
繕

治
」
は
、
列
島
北
部
も
視
野
に
入
れ
た
大
局
的
な
視
点
で
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
理
解
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
.
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
と
鞠
智
城
の
変
化

前
章
ま
で
に
、
文
武
期
以
降
の
列
島
南
北
、
と
り
わ
け
列
島
南
部
に
対
す

る
支
配
強
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
鞠
智
城
の
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

さ
て
、

そ
の
後
の
鞠
智
城
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鞠
智
城

に
お
け
る
土
器
の
発
掘
成
果
に
よ
る
と
、
第
2
図
に
あ
る
よ
う
に
、
八
世
紀

第
2
1
3
四
半
期
は
土
器
の
出
土
量
が
少
な
い
空
白
期
と
さ
れ
て
い
る
(
熊

本
県
教
育
委
員
会
二

O
ゴ
ニ
。
一
般
的
に
、
出
土
土
器
の
量
一
の
多
少
は
、

遺
跡
に
お
け
る
人
間
の
活
動
量
に
比
例
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
発
掘

調
査
の
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
か
ら
こ
の
空
白
期
の
土
器
が
出
土
す
る
可

能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
た
め
断
言
し
が
た
い
が
、
現
段
階
の
成
果
か
ら
は
、

八
世
紀
中
頃

1
後
半
に
か
け
て
、
鞠
智
城
に
お
い
て
人
的
活
動
が
低
下
し
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
土
器
の
量
だ
け
で
な
く
、
種
類
に
も
変

化
が
見
ら
れ
る
。
七
世
紀
第
4
四
半
期

1
八
世
紀
第
1
四
半
期
は
、
須
恵
器

が
圧
倒
的
に
多
く
、
若
干
存
在
す
る
土
師
器
も
近
畿
地
方
と
関
係
す
る
可
能

性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
空
白
期
を
挟
ん
だ
八
世
紀
第
4
四
半

期
に
は
、
荒
尾
窯
跡
群
産
の
須
恵
器
が
供
給
さ
れ
、
在
地
的
な
土
師
器
も
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
様
相
が
異
な
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る

(
熊
本
県
教
育
委
員
会
二

O
二
一
)
。
さ
ら
に
建
物
遺
構
に
関
し
て
も
、
鞠

智
城
の
建
物
群
の
中
で
一
際
象
徴
的
な
建
物
で
あ
る
八
角
形
建
物
跡
(
一
ニ

0

1
一
二
三
号
建
物
跡
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
八
世
紀
半
ば
以
降
、
建
物
の
構
成

に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
熊
本
県
教
育
委
員
会
二

O

一
二
、
小
西
二

O
二
二
(
六
五
)

O
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以
上
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
は
八
世
紀
半
ば
を
間
期
と
し
て
、
様
々
な
変
化

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
列
島
南
部
の
支
配
の
あ

り
方
に
関
連
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
天
平
期
以

降
の
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
の
問
題
に
つ

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
当
時
も
九
州
南
部
に
は
特
殊
な
支
配

が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
、
氷
山
修
一
氏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
時
期
の
九
州
南
部
は
、
律
令
制
度
の
諸
原
則
の
完
全
適
用
が
留

保
さ
れ
て
お
り
、
実
態
と
し
て
唐
の
覇
際
州
に
相
似
し
た
支
配
の
行
わ
れ
た

地
域
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第

3
図
に
あ
る
よ
う
に
、
九

州
南
部
に
非
隼
人
郡
と
隼
人
郡
(
六
さ
が
あ
り
、
律
令
制
度
に
基
づ
く
支
配

が
前
者
で
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
特
殊
な
支
配
が
後
者
で
行
わ
れ
て
い

図
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鞠智城跡出土土器の時期見IJ比較図第 2鴎

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
支
配
が
八
世
紀
の
間
行
わ
れ

て
い
た
が
、
八
世
紀
後
半
に
律
令
制
全
面
適
用
を
可
能
と
す
る
前
提
が
整
備

さ
れ
て
い
き
、
延
暦
一
九
年
(
八

O
O
)
に
班
田
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
(
六
七
)

で
、
九
州
南
部
は
律
令
制
の
完
全
適
用
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
永
山
二

0
0
九
)
(
六
八
)

0

し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
列
島

南
部
に
対
す
る
強
硬
的
な
政
策
を
行
う
準
備
と
し
て
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
九
州
南
部
の
情
勢
を
理
解
す
る
と
、
な
ぜ
鞠

智
城
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
疑
問
、
が
わ
く
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
文
武

i
神
亀
期
に
お
い
て
、
支
配
強
化

の
た
め
に
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
手
段
が
と
ら
れ
て
い
た
の
に

そ
の
後
、
列
島
南
部
で
交
戦
が
あ
っ
た
形
跡
が
見
当
た
ら
な
く
な
る

こ
と
で
あ
る
。
九
州
南
部
で

は
養
老
期
の
交
戦
(
六
九
)
以

降
、
ま
た
南
島
に
い
た
っ
て

は
、
大
宝
期
の
交
戦
(
仁
O
)

以
降
、
少
な
く
と
も
史
料
上

対
し
、
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i5代九州南部における国郡顕

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
確
か
に
八
世
紀
後
半

に
お
い
て
も
日
向
・
大
隅
・

薩
摩
三
国
に
柵
戸
が
置
か

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
た
め
、
九
州
南
部
に
お

け
る
軍
事
的
緊
張
関
係
が

全
く
解
消
さ
れ
て
い
た
わ

第3留



け
で
は
な
か
っ
た
(
七
一
)

0

だ
が
、
列
島
北
部
で
幾
度
と
な
く
交
戦
状
況
が

記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
列
島
南
部
で
そ
う
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い

な
い
の
は
、
大
規
模
な
交
戦
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

史
料
二
大
宰
府
言
、
大
隅
・
薩
摩
両
国
百
姓
、
建
レ
回
以
来
、
未
♂
必
日
班
…
レ
問
。

其
所
レ
有
国
悉
是
墾
回
。
相
承
矯
レ
佃
、
不
レ
願
令
一
改
動
一
。
若
従
-
一
斑
授

恐
多
…
喧
訴
一
。
於
レ
是
随
レ
旧
不
レ
動
、
各
令
一
一
(
自
佃
一
駕
。

(
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
(
七
三

O
)
一
一
一
月
半
卯
(
七
日
)
条
)

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
班
田
を
無
理
に
実
施
す
る
と
、
「
大
隅
・
薩
摩
両

国
百
姓
」
が
不
満
を
い
だ
い
て
騒
動
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の

実
施
を
あ
き
ら
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
一
冗
の
通
り
彼
ら
が
所
有
す
る
「
墾
閏
」

を
使
用
し
て
耕
作
さ
せ
る
こ
と
を
大
宰
府
が
上
申
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
班
出
を
行
う
意
志
す
ら
放
棄
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
武

1
神
亀
期
は
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬

的
な
態
度
を
貫
い
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
行
政
区
爾
の
設
定
や
行
政
機
関
の

設
置
な
ど
、
律
令
制
度
に
基
づ
く
支
配
が
前
進
し
た
。
し
か
し
、
史
料
こ
か

ら
は
そ
う
し
た
強
硬
的
な
態
度
で
按
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
天
平
期
に
い
た
っ
て
、
律
令
国
家
は
九
州

南
部
に
対
す
る
政
策
方
針
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
(
菊
池
二

O
一
四
)
。

そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
こ
う
し
た
方
針
転
換
と
鞠
智
城
に
変
化
が

起
こ
っ
た
時
期
が
符
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

鞠
智
城
の
「
繕
治
」
は
、
と
り
わ
け
列
島
南
部
に
対
す
る
強
硬
的
な
政
策
の

準
備
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
第

2
図
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、

出
土
土
器
の
量
が
最
も
多
く
な
り
、
ま
た
、
域
内
施
設
の
充
実
も
図
ら
れ
た

(
熊
本
県
教
育
委
員
会
二

O
二
一
、
小
商
一
一

O
二
二
。
こ
れ
は
言
い
換
え

る
と
、
こ
う
し
た
役
割
が
な
く
な
れ
ば
、
新
た
な
役
割
が
与
え
ら
れ
な
い
限

り
、
こ
の
よ
う
な
施
設
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
史
料
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
天
平
期
に
入
り
律
令
関
家
は
武
力

行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
態
度
を
放
棄
し
た
。
そ
の
た
め
、
鞠
智
城
は
人

的
活
動
の
低
下
や
、
そ
れ
ま
で
の
建
物
の
構
成
の
変
化
と
い
っ
た
違
い
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
列
島
南
部
に
対
す

る
国
家
の
方
針
を
見
て
い
く
と
、
鞠
智
城
で
の
様
々
な
変
化
を
矛
盾
な
く
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
天
平
期
以
降
の
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
を
検
討
し
て

い
く
こ
と
で
、
発
掘
成
果
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
鞠
智
城
の
変
化
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
推
測
を
重
ね
て
き
た
た
め
、
不
十
分
な
面
も
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
鞠
智
城
の
列
島
南
部
に
対
す
る
役
割
を
検
討
す
る
際
、
従
来
は
そ
の

開
始
時
期
に
注
目
が
集
ま
り
、
そ
の
終
鷲
に
つ
い
て
考
え
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
発
掘
成
果
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
鞠
智
城
の
変
化
に
つ
い
て

は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
変
化
が
起
き
た
の
か
充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
列
島
南
部
に
対
す
る
政
策
の
転
換
と
い
う
視
点
を

加
え
る
こ
と
で
僅
か
な
が
ら
も
新
た
な
見
解
を
提
示
し
得
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
律
令
国
家
成
立
期
の
鞠
智
城
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
た

め
に
、
「
繕
治
」
の
目
的
お
よ
び
八
世
紀
に
見
ら
れ
る
変
化
の
要
因
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。



文
武
期
に
列
島
南
北
に
対
し
て
強
硬
的
な
手

段
を
と
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
中
、
と
り
わ
け
列
島
南
部
に
対
す
る
そ

の
準
備
と
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
八
世
紀
半
ば
に
見
ら
れ
る
鞠
智
城
で
の
様
々
な
変
化
は
、
列
島
南
部
に

対
す
る
強
硬
的
な
政
策
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
鞠
智
城
の

「
繕
治
」

lま

で
は
最
後
に
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
律
令
国
家
成

立
期
に
お
け
る
鞠
智
城
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
締
め
た
い
と
思
う
。

七
世
紀
最
末
期
、
律
令
国
家
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
、
い
ま
だ
国
家
の

支
配
が
行
き
届
い
て
い
な
い
列
島
南
北
に
対
し
、
中
央
政
府
は
支
配
の
強
化

を
目
指
し
た
。
こ
れ
は
、
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
強
硬
的
な
態
度
で
臨
ん
だ
。

こ
う
し
た
中
、
列
島
南
部
に
対
す
る
支
配
強
化
の
た
め
に
白
羽
の
矢
が
立
っ

た
一
つ
が
、
七
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
て
い
た
鞠
智
城
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
鞠
智
城
は
文
武
天
皇
二
年
(
六
九
八
)
、
大
野
・
基
捧
城
と
と
も
に
「
繕

治
」
が
行
わ
れ
、
こ
れ
以
降
、
九
州
北
部
の
兵
士
を
統
括
す
る
と
い
う
新
た

な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
強
硬
的
な
政
策
は
あ
る
程
度
功
を
奏
し
、
列
島
南
部
に
お
い

て
、
少
な
く
と
も
国
・
郡
と
い
っ
た
行
政
区
衝
の
設
定
、
行
政
機
関
の
設
置

が
行
わ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
に
伴
い
、
人
身
把
援
や
徴
税
な
ど
も
行
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
七
一
二
o

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
強
硬
的
な
政

策
に
よ
っ
て
、
列
島
南
部
に
お
け
る
動
乱
を
完
全
に
鎮
圧
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
史
料
二
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
班
間
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

と
、
「
桔
一
訴
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
列
島
南
部
に

対
す
る
強
硬
的
な
政
策
方
針
を
放
棄
し
た
。
こ
う
し
た
方
針
の
転
換
は
、
西

海
道
に
あ
る
軍
事
拠
点
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
た
め
鞠
智
城
で
は
、

そ
の
後
、
人
的
活
動
の
低
下
、
建
物
の
構
成
の
変
化
な
ど
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
鞠
智
城
は
、
「
繕
治
」
以
降
担
っ
て
き
た
歴
史
的
役

割
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
律
令
国
家
成
立
期
の
鞠
智
城
は
、
列
島
南
部

に
対
す
る
支
配
強
化
政
策
と
極
め
て
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
鞠
智
城
は
、
列
島
南
北
に
対
す
る

支
配
強
化
と
い
う
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

注
(
一
)
史
料
上
で
は
、
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
(
六
九
八
)
五
月
甲
府
(
二
五
日
)

条
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
(
八
五
八
)
閏
二
月
内
辰
(
一
一
四
日
)
・
了
巳
(
一

五
日
)
条
、
同
年
六
月
己
閥
(
二

O
日
)
条
、
『
日
本
一
一
一
代
実
録
』
元
度
三
年
(
八
七
九
)
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二
月
一
六
日
丙
午
条
に
鞠
智
(
菊
池
)
城
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

(
二
)
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
①
城
域
に
関
す
る
研
究
、
②
城
の
施
設
と
構
造
に

関
す
る
研
究
、
③
城
の
役
割
に
開
閉
す
る
研
究
、
以
上
の
三
つ
の
観
点
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
熊
本
然
教
育
委
員
会
A

一O
一

一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

( 

) 

『
大
漢
和
静
州
共
』
巻
八
(
大
修
館
書
応
、

一
九
五
八
年
)
。

(
四
)
本
稿
で
は
、
九
州
南
部
と
南
島
を
総
称
し
た
言
葉
と
し
て
列
島
南
部
を
、
東
北
地
方

を
一
不
す
ニ
一
一
同
策
と
し
て
列
島
北
部
を
用
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
総
称
し
た
一
一
一
一
同
梁
と
し
て
、
列

島
南
北
よ
そ
用
い
る
。
な
お
九
州
南
部
と
は
、
確
摩
・
大
隅
両
国
を
示
す
一
一
一
日
莱
と
し
て
用
い
る
。

(
五
)
二

O
二
二
年
七
万
二
八
日
に
東
京
国
立
博
物
館
大
講
血
液
で
行
わ
れ
た
「
鞠
智
城
東
京

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
、
「
繕
治
」
が
ど
の
よ
う
な
閣
内
向
で
行
わ
れ
た
か
、
と
い
う
間

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
明
確
に
列
島
南
部
の
支
配
・
統
治
の
た
め
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。



(
六
)
薩
摩
半
島
西
岸
沿
い
に
は
問
世
紀
前
半

i
五
世
紀
代
後
半
以
降
の
古
墳
が
、
大
隅
半

島
東
洋
沿
い
に
は
五
位
紀
前
半

1
五
世
紀
代
後
半
の
十
日
演
が
、
指
宿
に
は
ふ
ハ
計
一
紀
代
の
古
墳

が
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
(
、
一
氷
山
-
九
九
九
)
。

(
七
)

例
え
ば
、
大
王
に
近
滞
日
す
る
隼
人
刺
領
巾
(
前
日
婆
詞
畑
仕
)

の
記
載
(
『
日
本
書
紀
』

履
中
天
{
間
十
即
位
前
紀

下
巻
)
や
、
大
王
陵
の
そ
ば
で
哀
号
す
る
隼
人
の
記
載

(
『
日
本
書
紀
』
清
川
向
γ

天
皇
元
年

O
月
辛
党
(
九
日
)
条
)
、
大
王
の
摘
宮
の
警
織
を
行
う

隼
人
の
記
載
(
問
敏
逮
天
長

四
年
八
月
己
亥
(
一
五
日
)
条
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

れ
ら
の
記
載
か
ら
、
隼
人
が
大
王
に
対
し
て
恭
仕
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
な
そ

の
ま
ま
史
実
と
し
て
凡
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
古
事
記
』
・
『
日
本
番
紀
』

の
編
纂
開
始
以
前
に
、
集
人
が
こ
う
し
た
奉
仕
を
担
う
べ
き
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
間
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
八
段
紀
以
降
は
大
人
数
で
浴
仕
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し

(
吋
延
喜
式
』
兵
部
省
偉
人
司
条
)
、
『
古
事
記
』
・
『
行
本
金
回
紀
』
の
記
載
で
は
少
人
数
で
行

っ
て
い
た
と
い
う
速
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

『
日
本
書
紀
』
の
記
載
は

八
位
紀
以
降
の
奉
仕
内
容
を
そ
の
ま
ま
遡
及
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
、
が
い
時
期
に
行
っ
て
い
た
奉
仕
内
容
を
反
映
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
他
口
μ
を
州
刑
し
た
い
c

(
八
)
記
事
上
で
は
「
被
玖

τ「
夜
勾
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
被
玖

で
統
一
す
る
。

(
九
)

『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
期
年
(
六
一
六
)

同
七
月
条
、

三
月
条
、

時
五
月
条
、

ヨリ今

7
L
J
J
L宅
1
i
、o

u
一
I

ノ
今
/
壬
弁

間
好
明

一
一
年
(
六

)
二
月
成
子
(
一

O
日
)
条
。

(

一

O
)

吋
日
本
書
紀
』
鮮
明
天
皇
元
年
(
ム
ハ
二
九
)

F
十ー見
4
1
 

四
月
字
米
(
一
日
)
条
、
同
一

丹
念
月
条
。

) 

『
日
本
書
紀
』
好
明
天
ゑ
九
年
(

L

ハ
一
一
一
七
)
是
歳
条
。

( 

ー
) 

吋
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
(
六
五
八
)

jミ

四
月
条
、
両
日
疋
歳
条

同
五

是
日
凡
条

同
六
年
一
…
一
月
条
。

( 

) 

間

(
一
六
)

(
一
七
)

(
一
八
)

(
一
九
)

(二

O
)

( 

) 

( 

) 

(
二
回
)

(
二
五
)

(
一
一
六

(
二
七
)

(
一
一
八
)

(
二
九
)

吋
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
(
六
五
八
)

吋
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
(
ム
ハ
四
七
)
是
歳
条
、
大
化
四
年
是
歳
条
。

四
月
条
、

間
五
年
三
月
是
月
条
G

五
)

『
日
本
書
紀
』
長
極
天
皇
元
年
(
六
四

問
(
一
五
日
)
条
、
斉
明
天
皇
元
年
(
六
五
五
)
七
月
己
卯

一
日
付
)
条
、
問
問
年
七
月

) 

O 
Jl 
113 
午

一一口
μ
)

条
、
問
了

『
日
本

斉
明
夫
向
日
正
五
年
(
六
五
九
)

問
中
市
(
問
日
)
条
、
間
五
年
一
一
…
月
間
叩
午
(
一
七
日
)
条
、
間
六
年
五
月
是
H

凡条。

i司

六
年
五
月
は
だ
刃
条
。

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
元
年
(
六
五
五
)

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
(
六
五
八
)

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年
(
ム
ハ
五
九
)

『
日
本
書
紀
b
'
H
王
極
天
良
一
冗
年
(
ム
ハ
四
二
)

三
月
間
中
午
(
一
七
日
)
条

七
月
己
卯
(

一
日
)
条
。

七
月
間
中
申
(
西
日
)
条
。

一
一
月
是
月
条
。

九
月
刊
大
陸
(
一
二
日
)
条
、

間
大
化

『
臼
本
書
紀
い
斉
明
天
皇
五
年
(
六
五
九
)

二
年
(
ム
ハ
間
六
)
正
月
日
だ
月
条
、
同
斉
明
夫
良
一
冗
年
(
六
五
五
)
是
歳
条
。

二
月
是
月
条
。
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『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
(
六
五
八
)

『
日
本
書
紀
』
ぃ
弁
明
天
皇
四
年
(
六
五
八

『
日
本
書
紀
』
天
武

六
年
(
六
七
七
)

四
日
)
条
、

一
年
七
万
円
辰
(
二
五
日
)
条
、

間

問
問
バ
久
木
、

同
五
年
三
月
是
月
条
。

七
月
間
中
中
(
四
臼
)
条
。

一
一
月
是
九
条

同
一

O
年
九
月
庚
戊

同
戊
午
(
二
七
日
)
条
、
持
統
天

吋
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
一

一
年
(
六
八
一
一
)

良
一
兆
年
(
ム
ハ
八
七
)
七
月
辛
未
(
九
日
)
条
、
同
九
年
五
月
日
米
(

七
月
間
叩
午
(
一
一
一
日
)
条
。

司
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
一
冗
年
(
六
八
七
)

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
泉
八
年
(
六
七
九
)

O
年
八
月
丙
戊
(
二

O
日
)
条
、
間
二
ぶ
B

三
日
月
内
午

九
五
)
一
一
一
月
庚
午
(
二
一
一
一
日
)
条
。

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
一

O
年
(
六
八

吋
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
六
年
(
六
九
二
)

三
日
)
条
。

五
月
乙
酉
(
二
二

R
)
条。

一
月
己
亥
(
一
一
一
二
日
)
条
、
同

九
日
)
条
、
持
統
天
皇
九
年
(
六

)
九
月
決
成
(
一
四
日
)
条
。

間
五
月
己
街
(
一
五
日
)
条
。



(三

O
)

( 

… 
¥...-/ 

( 

) 

( 

) 

(
三
回
)

(
三
五
)

(一一一
L

ハ
)

(
三
七
)

(
一
一
一
八
)

(
一
一
一
九
)

(問

O
)

(
悶
一
)

(
間
二
)

(
四
一
一
一
)

『
日
本
書
紀
』
持
続
天
怠

ム
R
0
9
-
r
一

升

河

ム

T
ム

T

年
(
六
八
八
)

二
月
丙
中
(

日

し
列
島
北
部
の
場
合
、
天
相
官
期
後
半
か
ら
す
で
に
饗
宴
が
行
わ
れ
て
い
た
(
吋
日
本
書
紀
b

天
智
天
皇
七
年

O
年
八
月
壬
午
(
一
八
日
)
条
)
。

し、L
¥
t

、、

一
ノ
…
ノ
ー
ノ

七
月
条
、
問

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇

一
二
月
丙
中
(
一
二
日
)
条
。

一
年
(
六
八
八
)

吋
門
口
本
金
田
紀
』
持
統
天
皇
二
年
(
六
八
八
)

一
月
己
米
(
五
日
)
条
。

吋
日
本
書
紀
』
持
統
天
泉
二
年
(
六
八
八
)

一
月
戊
午
(
四
日
)
条
。

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
三
年
(
六
八
九
)
正
月
丙
民
(
一
二
日
)
条
、
同
壬
戊
(
九

れ
)
条
、
同
七
月
壬
子

日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
向
指
元
年
(
六
九
七
)

一
O
月
壬
午
(
一
九
日
)
条
、
同

円
バ
庚
民
(
一
八
日
)
条
、
間
二
年
六
月
壬
災
(
一
四
日
)
条
、
同
一

O
月
己
凶
(
一

Fl 

条
、
同
一
二
年
四
月
日
間
(
ニ
五
日
)
条
、
同
七
月
半
米
(
一
九
日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
一
年
(
七
一

O
)
正
月
壬
子
(
一
日
)
条
、

同
一丁

卯

六
日
)
条
、
家
亀
一
川
年
(
ゃ
い

日
)
条
、
同
戊
戊
(
一
五
日
)
条
。

正
J] 

甲

『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年
(
七

O
九
)
六
月
笑
丑

(
二
九
日
)
条
に

「
薩
摩

多
繭
阿
問
問
河
一
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
国
は
少
な
く
と
も
和
銅

一
年
ま
で
に
設
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
(
七
一
一
一
一
)

四
月
乙
米

(
三
お
)
条
。

「
続
行
本
紀
』
和
銅
六
年
(
七
三
二
)

四
月
乙
米

(一一…

R
)
条
。

口μ
本
紀
』
天
平
勝
宝
七
歳
(
七
五
五
)

五
月
丁
丑

(
一
九
日
)
条
。

吋
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
(
七
二
一
)

九
月
己
丑

(
一
二
二
日
)
条
c

『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
(
七
一
八
)

五
月
乙
未

(
二
日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
(
七
一
間
)

(
一
一
日
)
条
、

一
O
月
丙
辰

同
霊
亀

一
川
年
(
七
一
五
)
五
月
庚
戊
(
一
一
一

o
n
)
条、

同
二
年
九
月
乙
米
(
一

一
…
日
)
条

養
老
元
年
(
七
一
七
)

二
月
丁
酒
(
二
六
日
)
条
、

間
一
二
年
七
月
丙
山
中
(
九
日
)
条
、

同
六
年
八
月

I
卯
(
二
九
日
)
条
。

(
四
四
)

(
四
五

(
四
六
)

!在!
七

(
閲
八
)

(
四
九
)

(五

O

(
五
一
)

(
五
二
)

(
五
三
)

!日j

(
五
回
)

(
五
五
)

『
続
日
本
紀
』
文
武
天

四
年
(
七

O
O
)
六
月
皮
民

(
一
一
一
日
)
冬
用
。

『
続
白
木
紀
』
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

八
月
丙
申

日
)
条
。

『
続

g
本
紀
』
和
銅
六
年
(
七
二
一
一
)

七
月
内
寅
(
五
日
)
条
。

コ
祝
日
本
紀
』
養
老
四
年
(
七

月
イ
太
子

(
二
九
日
)
条
。

O 

『
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
(
八
五

O
)
五
月
内
市
(
一
九
日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
和
鋼
一
一
年
(
七

O
九
)
三
月
壬
戊
(
六
日
)
条
、
間
八
月
戊
巾
(
二

五
日
)
条
。

2
杭
日
本
紀
』
養
老
四
年
(
七
二

O
)
九
月
丁
丑

(
二
八
日
)
条
、
間
五
年
四
月

乙
際
(
九
日
)
条
。

『
続
口
μ
本
紀
』
神
亀
一
兆
年
(
七
二
四
)

三
月
間
中
南
中
(
二
五
日
)
条
、

月
乙

|司

酉
(
二
九
日
)
条
。

吋
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年
(
六
九
九
)

一
二
月
間
中
市
(
四
日
)
条
。
な
お
、

こ
こ
に
登
場
す
る
二
一
野
・
稲
積
城
は
、
そ
の
比
定
地
に
関
し
て
、
古
く
か
ら
北
九
州
説
と
南
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九
州
説
が
あ
る
。
前
者
は
、
一
二
野
城
を
筑
前
図
那
珂
郡
海
部
郷
に
あ
っ
た
美
野
駅
周
辺
に
求

め
、
稲
積
城
を
筑
前
悶
土
山
麻
郷
の
稲
留
あ
る
い
は
志
摩
町
に
あ
る
襟
志
向
二
四
四
メ
ー
ト
ル
の

火
山
に
比
定
す
る
も
の
で
あ
る
(
士
口
刻
東
低
『
大
日
本
地
名
辞
書
b

、
新
日
本
古
典
文
学
大

系
コ
祝
日
本
紀
』

券
(
岩
波
議
席

一
九
八
九
年
〉
)
。
後
者
は
一
一
一
野
城
を
口
付
向
問
先
湯

郡
三
納
郷
に
、
稲
積
域
を
後
の
大
隅
悶
桑
原
郡
稲
積
郷
に
求
め
る
(
芥
上
一
九
七
回
)
。
し

か
し
、
北
九
州
説
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
大
陸
情
勢
を
考
え
る
と
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
の

よ
う
な
場
所
に
あ
る
城
を
修
繕
し
た
か
が
理
解
で
き
な
い
(
永
山

L
J
o
た
ど
〉
二
〉

4
3
ノ

イ

ノ

/

」

そ

u
f
u

南
九
州
説
を
と
り
た
い
。

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

一
O
月
了
間
(
一
一
一
日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
(

L

ハ
九
八

一
二
月
了
未
(
一
二
日
)
条
、

向
田

年
二
月
己
亥
(
一
九
日
μ
)

条
、
「
多
賀
城
碑
」
。

『
日
本
書
紀
』
天
智
天
{
致
問
年
(
ム
ハ
ム
ハ
五
)

八
九
条
。



(
五
六
)

(
五
七
)

(
五
八
)

(
五
九
)

(六

O
)

(
六
一
)

(
七
一
六
)

『
続
宮
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
(
六
九
八
)

(
一
二
日
)
条

一
二
月
了
米

間
四
年
二
月
己
亥
(
一
九
日
)
条

コ
杭
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年
(
六
九
九
)

(
問
日
)
条
。

J'] 
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『
続
日
本
紀
』
ヤ
〈
武
天
皇
四
年
(
七

O
O
)
六
月
庚
辰

(
三
日
)
条
。

円
続
日
本
紀
』
大
宝

(
一
日
)
条
。

一
年
(
七

O
二
)

八
万
丙
申

コ
祝
日
本
紀
』
和
銅
六
年
(
七
二
一
一
)

(
五
日
)
条
。

七
月
一
内
寅

吋
続
口
μ
本
紀
』
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

(
二
二
日
)
条
、

同

月

月
己
米

中
午
(
一
七
日
)
条
、
出
俊
一
安
元
年
(
七

O
問
)

間
月
炭
午
(
一
五
日
)
条
、

ije 

五
月
焚
卯
(
二
八
日
)
条
。

従
来
の
研
究
を
大
き
く
わ
け

(
六
二
)
厳
密
に
区
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

る
と
、
①
城
の
軍
事
的
機
能
の
う
ち
防
御
的
側
面
を
ふ
監
視
す
る
も
の
、
②
同
じ
く
軍
事

的
機
能
の
う
ち
攻
懲
的
側
而
を
震
視
す
る
も
の
、
③
減
の
官
術
的
側
十
仰
を
透
視
し
、
列

島
南
部
の
統
治
に
関
わ
る
大
宰
府
の
出
先
的
な
機
能
を
来
た
し
て
い
た
と
す
る
も
の
、

@
城
の
迎
接
的
側
街
を
重
視
し
、
防
衛
施
設
を
通
じ
て
朝
径
の
文
武
の
滅
を
一
不
す
機
能

を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
も
の
、

以
上
の
よ
う
に
繋
恕
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
熊
本
県

教
育
委
員
会
二

O
一一一…・

p
-
O
二
一
・

4
a
O
子
。
、
鶴
嶋
一
一

O

一
、
巾
一
苅
二

O
O
六

閥
什
町
一
九
九
九
、
小
田
辺
九
九
三
、
坂
本
一
九
三
七
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
多
様
な
機
能
が
あ
っ
た
と
す
る
理
解
は
誤
り
で
は
な
い

が
、
ど
の
時
期
に
、

ど
の
よ
う
な
機
能
が
一
義
的
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
、
鞠
智
凶
棋
の
解
明
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
こ
の
う
ち
①
と
④
に
つ
い
て
は
、

そ
う
し
た
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い

と
し
て
も
、

そ
れ
が
一
義
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
疑
問
が
残
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
大
宰
府
か
ら
距
離
が
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
政
綿
距
離
で

あ
っ
て
も
お
よ
そ
六

O
M
も
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が

理
解
し
に
く
い
。
と
り
わ
け
、
有
明
海
か
ら
の
侵
入
か
ら
大
宰
府
を
防
衛
す
る
と
い
う

こ
と
は
お
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
坂
本
一
九
三
七
)
が
、
鞠
日
刑
判
城
か
ら
有
明
海
を

一
裂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
、
大
準
的
の
防
御
施
設
と
い
う
機
能
が
A

義

的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
④
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
機
能
は
基
本
的
に
大
宰
府
自
体
が
担
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
り
、
鞠
印
税
減
の
立
地
を
考
え
た
上
で
も
、
な
ぜ
こ
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か

繕
治
」
が
れ
わ
れ
る
以
前

積
極
的
意
味
を
間
い
に
く
い
。

さ
ら
に

か
ら
す
で
に
隼
人
や
南
島
人
は

k
京
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
「
繕
治
」
が
行
わ
れ
た

前
文
悶
も
整
合
的
に
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
②
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
問
題
が
あ
る
。
鞠
如
H
城
の
立
地
を
考
え
る
と
距
離

的
な
問
題
か
ら
列
島
南
部
に
対
す
る
支
配
強
化
の
た
め
の
最
前
線
だ
っ
た
と
は
理
解
し

に
く
い
。
お
そ
ら
く
最
前
線
と
し
て
の
役
目
は
、

三
野
・
稲
積
城
が
担
っ
て
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
た

k
で、

私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

(
六
三
)
鶴
嶋
二

O

86 

の
図
一
を
一
部
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。
変
更
し
た
点
は
次

の
二
点
で
あ
る
。

…
点
目
は
、
本
論
の
、
王
国
日
に
合
わ
せ
て
、
納
期
円
城
周
辺
の
駅
路
在
、

律
令
間
家
初
期
段
階
の
も
の
に
一
不
し
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
鶴
嶋
一

O 

一
に
よ
る
と

『
延
ヤ
札
口
式
』
に
記
載
さ
れ
る
駅
名
に
よ
る
延
喜
式
駅
路
は
、

閏
府
移
転
や
対
外
関
係
の

安
定
化
に
よ
っ
て
鞠
智
城
の
作
在
意
義
が
薄
ら
い
だ
九
段
紀
中
頃
成
立
し
た
駅
路
で
あ

り
、
そ
れ
ま
で
は
東
路
本
路
お
よ
び
東
路
支
路
が
律
令
国
家
初
期
段
階
に
成
立
し
た
駅

路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鶴
嶋
論
文
の
凶
二
で
は
、

大
水
・
蚕
養
駅
間

に
つ
い
て
、

延
引
札
口
式
駅
路
本
路
を
尖
線
で
示
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
車
路
本
路
に

改
変
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
高
原
・
二
重
一
駅
間
に
つ
い
て
、

延
士
見
ロ
式
駅
時
間
山
一
…
日
犯
支
路
を

実
線
で
示
し
て
い
た
が
、
本
路
支
路
に
改
変
し
た
。

二
点
目
は
、
保
後
国
に
あ
っ
た
丹
生
駅
の
場
所
を
変
更
し
た
こ
と
で
あ
る
。
丹
生
駅

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、

臼
杵
地
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
『
大
分

市
史
』
で
は
、

日
杵
地
方
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
駅
間
距
離
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ



(
六
四
)

(
六
五
)

る
こ
と
や
間
隔
が
長
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
た
め
問
題
が
あ
る
と
し
、

丹
生
駅
を
松
岡
の

IJ、
，三一y， 
寸‘‘

J'丹丹主守守l-一
生生牟

「
丹
生
前
」

「
、
氷
倉
」
及
び
通
称
「
馬
場

丹
生
律
一
間
」
な

ど
が
後
る
上
松
岡
地
区
に
比
定
し
た

(
阿
別
府
一
九
八
七
)

0

本
稿
で
は

後
者
の
説

の
ほ
う
が

論
理
的
に
妥
当
性
が
あ
る
と
判
断
し

一
の
丹
生
駅
に

社6
111鳥

O 

|京i

あ
た
る
場
所
を
変
吏
し
た
。

『
政
事
姿
略
』
巻
二
三
所
収
「
悶
記
」
。

『
宇
佐
八
幡
宮
託

集
』
に
も
「
豊

前
国
正
六
位
上
宇
努
千
M
m
刀
人
」
が
「
将
軍
」
と
し
て
み
え
る
。
た
だ
し
、
松
本
政
恭
氏

が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

日
間
可
が
出
兵
し
た

こ
と
は
あ
り
え
た
と
考
え
た
い

松
本
一
九
九
八
)
。

た
だ
し

こ
う
し
た
研
究
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

二
で
一
不
さ
れ
て
い
る
理
解

O
一
何
一
と
小
釘
二

O

は
、
大
ま
か
に
見
れ
ば
共
通
し
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
建
物
遺
構
の
変
遜
闘
を
詳
細
に

見
て
い
く
と
、
推
定
さ
れ
て
い
る
時
期
が
相
違
し
て
い
る
遺
構
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、

い
ま
だ
検
討
す
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
建
物
の
構
成
に
つ
い

て
再
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
六
六
)
隼
人
郡
は

(
六
七
)

(
六
八
)

(
六
九
)

(七

O
)

(
七
一
)

「
薩
摩
国
正
税
帳
」

「
九
一
二
一
、
、

一
品
目
「

1
ノ

十

郡

と
し
て
叫
銭
湯

。〉

中
で

す
る
言
葉
で
、
権
際
問
で
は
、
非
悠
人
郡
で
あ
る
山
水
・
高
城
郡
を
除
い
た
一

君1¥
0) 

こ
と
を
指
す
。

『
類
取
水
悶
史
』

一
五
九

口
ハ
刀
凶

延
暦
一
九
年

(八

O
O

月

未

(
七
日
)
条
。

た
だ
し
、
筆
者
は
従
来
の
説
を
全
面
的
に
容
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
菊
池

O
一
四
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

三
机
日
本

年
(
七

O
二
)

司
、
、
フ
て
一

寸
ノ
J
f

ヨ

八
月
丙
市

(
一
日
)
条
。

『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
(
七
一

二
月
壬
子

(
二
九
日
)
条
。

O 

『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
(
七
L

ハ
ム
ハ
)
六
月
了
亥
(
三
日
)
条
。

(
七
二
)

(
七
三
)

『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

八
月
丙
中
(
一
日
)
条
に
よ
る
と
、

「校レ

と
あ
り
、
造
籍
作
業
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
悶
養
老
七
年

日
向
・
大
綱
・
薩
麻
原
三
国
の
兵
士
に
対
し
て
復

四
月
壬
寅
(
八
日
)
条
に
は
、

三
年
を
賜
っ
た
記
事
が
あ
る
。
復
と
は
、
調
・
席
・
雑
惜
別
な
ど
の
謀
役
を
免
除
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
は
九
州
南
部
に
お
い
て
も
通
常
、
談
役
を
負

犯
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
詳
細
は
、
菊
池
一
一

O
一
間
を
参
照
さ

参
考
文
献

…
ゐ
母
凶
正

j吉
板
楠
和
子

O 
井
上
辰
雄

井
上
辰
雄

今
泉
隆
雄

研
究
』

岡
田
茂
弘

O
一
O
所
収
)

田
富
士
雄 れ

た
い
。7L 

八
九

O 

所
収
)九
七
四

一
九
七

O

占

l
u
i
k
い
¥

…
J
j
Iノ
J
ノ

〈
古
川
弘
文
館
〉
)

O 

O 
九
九

『
石
母
問
正
著
作
集

古
代
国
家
論
』

(
岩
波

第
四
巻

「
「
肥
後
国
」

「
鞠
智
城
」
」

(
熊
本
県
教
育
委
員
会
二

と
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『
伎
十
人
と
大
和
政
権
』

(
学
生
社
)

『
火
の
国
』

(
学
生
社
)

「
蝦
夷
の
朝
貢
と
饗
給
」

(
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史
の

「
古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城
」

(
熊
本
県
教
育
委
員
会

「
熊
本
県
・
鞠
智
城
跡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

(
潮
見
治
先

生
退
官
記
念
事
業
会
主
巧
古
論
集

l
潮
見
治
先
生
退
官
記
念
論
文
集

i
』
)

(
風
間
書
房
)

鏡
山
猛

菊
池八

号
予
定
)

菊
池
達
也

一
L

，、ー、

4
ノ
J

ノ
j
ノ

J也

O 

四

O 

『
大
宰
府
都
械
の
研
究
』

「
律
令
悶
家
の
九
州
南
部
支
配
」

(
吋
九
州
史
学
』
第
一
六

「
隼
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